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長岡市ガス事業の民営化 (民 間譲渡)について

平成 24年 5月

水  道  局

長岡市の経緯

長 岡市は、平成 17年 4月 の一次合併 に伴い越路町ガス事業 を引 き継 ぎ、

同時 に三 島町 ・与板町ガス企業団が行 っていたガス事業 を無償譲受 し、長

岡市 としてガス事業 を開始 しま した。更に、平成 18年 1月 の二次合併 によ

り栃尾市のガス事業 も継承 しま した。

その後、平成 18年 3月 に策定 された「長 岡市行政経営改革 プラン」によ

リガス事業の民間譲渡が検討課題 とな った ことを受け、平成 19年 6月 にガ

ス事業民営化検討委員会 を発足 させ、平成 20年 2月 に「民営化が望 ま しい」

との答申が出され ま した。

これを受けて、 同年 7月 にガス事業譲渡先選定委員会 を発足 させ るとと

もに事業譲渡先企業 を公募 しま した。その結果、 1社の応募 があ り譲渡先

選定委員会が審査 を行い、譲渡先 と選定 し、平成 21年 10月 1日 北陸ガス

株式会社 に譲渡 しま した。

平成 22年 3月 31日 の三次合併 によ り川 口町ガス事業 を継承 し、長 岡市

ガス事業 として再 スタ

「

卜しました。

2.旧川 口町の経緯

(1)川 口町ガス事業検討委員会設置概要

川 口町は、石油資源開発株式会社 において、川 口田麦山地 内で石油・天

然ガスの探鉱 。開発 を契機 に、昭和 34年 に事業許可を受けて町営ガス事業

を開始 して以来、 50年 間都市 ガスを供給 してきま した。

.し か し、行財政改革や規制緩和が進む中、公営ガス事業 では民営化、民

間への事業譲渡決定、また、民営化 の検討 に着手す る事業者が相次いでい

るのが現状であ り、川 口町 ガス事業 について も、平成 19年 3月 の「川 口町

集中改革 プラン」 に「民間事業者への事業譲渡 も含 め事業 の見直 しを進め

る」方向が示 され、「民営化」が検討課題 とされ ま した。

このことか ら、 ガス事業民営化の可否 を含めて、今後のガス事業運営 に

ついて検討 を行 うため、平成 21年 10月 19日「り|1口 町ガス
´
事業検討委員会」

を設置 しま した。

(2)川 口町ガス事業検討委員会の概要 (別 紙、答 申書写 )

川 口町ガス事業検討委員会 は、り|1口 町長 か ら「川 口町ガス事業の望 ま し

い経営の在 り方」について諮問を受け、平成 21年 H月 12日 か ら4回 の委

員会 を開催 しま した。



3.

内容は川 口町ガス事業 の現状、都市 ガス事業 の現状 と課題を踏まえて、

ガス事業 における公営・民営の論点を整理 し、今後の川 口町ガス事業 の経

営について、 メ リッ トやデメ リット、町民や地域への影響 を様 々な角度か

ら慎重な審議、協議 を行いま した。

検討結果 は都市 ガス事業 を取 り巻 く大 きな環境 の変化 に対応 し、既存 の

供給 サービスを継続 し、かつ、持続的成長 を実現す るとい う観点か ら、ガ

ス事業の運営 について「川 口町ガス事業 は、民営化す ることが望 ま しい」

との結論 に至 り、平成 22年 1月 28日 川 口町長 に答 申 しま した。

民間譲渡へ向けて具体的な業務を開始す る理 由

長 岡市は、平成 21年 10月 に市営ガス事業 を民営化 してお り、旧川 口町

において もガス事業民営化 の方針を決定 してい ることか ら、引 き続 き民営

化 について検討 を続 けてきま した。

しか しなが ら、前回の譲渡後、長引 く不況の影響 による企業 の投資意欲

の減退 などか ら、 ガス事業の譲渡 に興味 を示す企業が見当た らない状況が

続いていま した。

そのような中、最近 は環境対策やエネルギー源 の多様化 の動 きが活発 に

な り、特 に東 日本大震災後 は天然ガスを利用 した都市 ガス事業 の評価が急

速 に高ま りを見せ、その結果、当市 ガス事業 の民間譲渡 に興味 を示す事業

者 が現れたことか ら、譲渡 に向けた具体的な業務 を開始す ることと した も

のです。

譲渡時期 と関連事務 の予定

平成 24年 7月 頃～ 譲渡先選定委員会 による譲渡先事業者 の選定

4.

平成 25年 3月

平成 25年 4月 ～

平成 26年 4月 1日

平成 26年 4月 ～

譲渡契約締結

引継ぎ業務

ガス事業譲渡

ガス事業清算業務
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平成 22年 1月 28日

川 口町長 岡 村 一譲

川 口町ガス事業検討委員会

委員長 山 崎 克 之

平成 21年 10月 19日 に諮問された「り|1口 町ガス事業の望ましい経営の在 り方」

について、下記のとお り答申します。

,            記

川 口町ガス事業は、民営化することが望ましい。

様

圭
自答
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1.検討の経緯

川 口町は、平成 19年 3月 「川 口町集中改革プラン」を策定 した。 このプラン

では、住民ニーズの多様化、行政の広域化、更には国 。県からの権限委譲に伴

う市町村の行政事務の増加・高度化、などの状況を勘案すると、住民サービス

の確保には行財政改革の遂行は不可欠なものとされ、限 られた予算の中で最 良

の住民サービスの提供 と『ひとりひとりが未来をつむ ぐまち』づ くりを目指す

ものとしている。

「川 口町集中改革プラン」の中では、ガス事業は「民間事業者への事業譲渡

も含め事業の見直 しを進めていきます」としてお り、このたび、町長からの委

嘱を受け川 口町ガス事業における今後のあり方について提言するため、川口町

ガス事業検討委員会 (以下「委員会」という。)を設立 し、委員会を4回 開催 し

慎重に審議を実施 してきた。

委員会では、都市ガス専門家の委員よリガス事業全体の現状と課題の説明を

受け、事務局より川口町ガス事業の現状と課題の説明を受けて、民営化の検討

も有効な選択肢の一つとする方針を尊重しつつ、町民及び利用者全体 (需要家)

の総合的な利益確保という観点を堅持しながら川口町ガス事業の望ましい在り

方について検討 。審議を行った。

以上の経緯と委員会の検討審議の結果を踏まえて、委員会は、川口町だス事

業 (公営ガス事業)の継続もしくは民営化についての論点を整理した結果、都

市ガス事業を取り巻く環境に変化に対応し、既存の都市ガスサービスを継続し、

かつ、持続的成長を実現するという観点から、川口町ガス事業の運営は相応規

模を有する民間事業者 (事業譲渡方式)に委ねることが町民や需要家にとって

望ましい在り方であるとの結論に至った。

2.民営化が望ましいとする理由

川口町ガス事業は、地域の経済発展と生活水準の向上を目的として昭和35年

に創業し、山間地区を除き供給区域として計画し、都市ガス設備の面整備を完

了している。事業開始以来約50年間、先人たちと町民の協力により創業時の目

的を達成するに留まらず地域基盤整備を促進し、川口町の都市機能の充実に大

きく貢献してきた。

しかし、都市ガス事業を取り巻く環境は、少子高齢化の加速、エネルギー業

界の規制緩和、石油 。電力事業者のエネルギー供給事業者との攻勢等を背景に

今後更に厳 しくなることが予想され、公営事業者、民営事業者を問わず、企業

としての生き残りが課題となっている。特に、公営事業者の場合は、公として

の性質上、事業運営における様々な制約があり、ガス器具の販売といった営業
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政策がとれない、また、.環境の変化に柔軟に対応するが難 しいという側面を有

している。

川 口町ガス事業の現状を評価すると、保安面においては、事業開始以後大 き

な事故 もない実績を有するものの、 自主保安体制、経営能力、機動的な営業、

柔軟な環境対応、人材育成といった面に限界があり公営事業者のままで事業継

続することは困難 と思われる。  、

「民でできるものは官から民へ」 という行財政改革の流れ、また、公営企業

のあり方について見直 しが進められ、他の多 くの自治体でも公営ガス事業の民

営化が進められている。すでに民営化された事業の動向をみると、民間事業者

は、安全・安心 。安定 。廉価で良質な都市ガスの供給を行うなど十分な業績を

残 してお り、その社会的責任を果たす十分な資質及び能力を有 しているものと

判断できる。

3.委員会での検討・審議の要旨

川 口町ガス事業は昭和34年 に通商産業大臣の認可を受け、翌35年 より329戸 の

東川 回、西川 口地区に供給を開始 した公営企業であり、平成20年度末には荒谷

地区、木沢地区を除 く町内全域と小千谷市内ヶ巻地区を供給区域 として1,489戸

に供給 している。町民生活水準の向上 と地域経済の発展を目指 し、 これまでの

49年間に渡 り町民生活 と一体 となり育まれてきた。平成16年の中越大震災時は

川 口町が震源地により壊滅的な被害を負 ったがこれを乗 り越え、更に経済産業

省の「IGF21計 画」に基づき平成 19年 2月 に10,500kcal(12Aか ら13A)への高カ

ロリー熱量変更を完了 している。

全国の都市ガス事業は、213事業者で運営 し、需要家数が10,000件以下の事業

規模の事業者が全体の半分を占めている。中でも、川 口町は極めて小規模によ

り経営を行 っている事業者になる。ガス事業を担当している建設企業課では、

農地、林業、公共土木、公営住宅、災害、水道、下水道、ガスの各事業を複合

的に補完 しあいながらH名 の職員で行 っている。このうちガス事業を主担当と

する職員は、 3名 にすぎない。

公営でガス事業の経営を行うには、一般行政事務の他に経理の知識及び都市

ガスの工事、維持、保安の知識が必要であり、ガス事業の専門家の育成が大き

な課題 となっているも しかし、川 口町ガス事業の規模では公営である限り、 こ

うした人材育成は、極めて難 しいと判断される。
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(1)保安及び安定供給について

① 安定供給や安全性については、民営も公営もガス事業法で規制されて

いることから通常の状況において問題ない。

② 保安体制確保のためには、高度の専門性を有する保安担当者や国家資

格であるガス主任技術者が必要不可欠であるが、公営のままでは専門的

な人材の育成に限界があり、これらの人材が不足する懸念がある。

③ 災害等緊急対応の面からは、災害時の迅速な対応と早期復旧のために

は、事業体としての規模の大きさが必要である。

中越地震においては、住民の避難誘導等が優先されたため、ガス復旧

の対応が遅れがちとなった事例がある。一方、民営事業者であればガス

復旧に専念することができ、更に事業規模が大きければ自力での復旧も

可能である

④ 経年管対策計画は、中越大震災の災害復旧債償還が終了するまでの期

間の進度率が低いので、将来の安定供給に懸念がある。

(2) 営業及びサービス面について

① 天然ガスは、環境に優しいエネルギーのため、今後普及拡大が期待

されているが、川口町の現状では、これに応えるノウハウが不足してい

る。

② 公営ガス事業のため、公平性や公正性が求められることや民業圧迫

の懸念から積極的な営業活動ができない。その結果、新製品のガス機器

の製品知識が得られず、他燃料の攻勢に対抗できない現況にある。

③ 川口町ガス事業のガス料金は、県内では高い方にランクされている

が、全国から見ると安価な位置に属している。

④ 原料ガスは、卸元のLNG混入により、今後輸入為替変動や輸入価

格変動が加味されることになる。これを受けて、川口町においても料金

改定を行い原料費調整制度を導入する予定であるが、事業規模が小さい

ままでは他に経営効率化成果を生み出すことが困難であり、その結果町

民が支払うガス料金の上昇が懸念される。

(3)経営面について

① 川口町ガス事業の現在の経営状態は、収益性の面では健全な状況に

あるが、中越大震災の復旧に要した費用の固定負債の償還額は現状の川

口町ガス事業規模では返済仕切れないことが懸念される。

② ガス事業は、経年管対策が必要であり、取替え等の設備投資が予定

されている。今後の厳しい経営環境の中で、着実にこれらの必用な設備
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投資を行 ってい くためには、一定規模を有 しながら、経営の効率化、合

理化を図ることが不可欠であり、小規模事業である現状のままでは限界

がある。

③ ガス業界を巡る環境は規制緩和の進展や他燃料攻勢等により、企業

間競争の激しさを増しており、川口町も近年需要家件数が減少傾向にあ

る。更に、今後の人口減少が予想される中で営業活動の制約のある公営

では大幅なガス販売量の増加は難しい。

④ 行財政改革の観点からは、川口町ガス事業の民営化は、行政全体の

スリム化で効率的な組織作りにつながり、また限りある経営資源を他の

分野に戦略的に投入できることからも、大きなメリットがある。

4.ま とめ

これまで、電力、電話、鉄道、ガス等の諸産業は、公益事業として伝統的に

国の規制の下で保護されてきたが、これからの産業の多くでは、競争を活発に

するための規制緩和が進展し、自由化等に競争を促す市場原理の活用を進める

施策が展開されている。エネルギー業界においても、段階的に小売自由化範囲

の拡大が図られてきており、将来の全面自由化等のあり方について課題整理が

始まるなど、都市ガス事業者の生き残りをかけたエネルギー間の競争がよリー

層激化するものと予想される。

このように、事業環境が大きく変化している渦中にあり、ガス事業経営も益々

厳しい局面を迎えることが想定される。委員会で精査及び審議し導きだされた

答申が、これから川口町にとって意義ある提言となることを強く期待する。な

お、民営事業者に譲渡を行う場合は、ガス料金の急激な上昇は避けるべきであ

り、川口町と民営事業者との間で相応の交渉の措置を行うべきことを付言する。

以 上
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参 考

【川口町ガス事業検討委員会検討経過】

【川口町ガス事業検討委員会委員名簿】

期   日 主 な 検 討 内 容

第 1回 平成21年 H月 12日 川口町ガス事業の現状について

第 2回 平成 21年 12月 4日 ガス事業の現状と課題について

第 3回 平成 21年 12月 24日 川 口町ガス事業の課題について

第4回 平成 22年 1月 28日 答申書 (案)について

(敬称略・五十温順)

氏  名 備 考

１

■ 委員長 山崎克之 長岡技術科学大学 (教授)

2 委 員 小野田 徹 東芝照明プレジション (株)新潟事業所 (所長)

3 委 員 金井信明 大光銀行 (株)越後川 口支店 (店長 )

4 委 員 高橋嘉津夫 新潟県ガス協会 (北陸ガス (株)マ ネージャー)

Ｅ
Ｕ 委 員 星野藤衛 川口町総代会 (会長 )

6 委 員 真島勝治 川 口町商工会 (会長 )
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